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′触媒装置
○触媒等が取り外されてし、なし、こと。

　

（道路運送車両の保安基準第３１条）

サスペンション

○切断等により、ばねの一部
又は全部が除去されてし、な

　

し、こと。

　

（道路運送車両の保安基準
第１４条）

車幅灯
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○白色であること。（方向指示器 非常点滅表示灯又はｆ則方灯と一体
又は兼用のもの及び二輪車等につし、ては、檀色でもよい。）

※平成↑７年１２月３１日以前に製作された車両は、白色のほか、淡黄色又は櫨色であっ
ても、全ての車幅灯が同一色であればよい。

　

（道路運送車両の保安基準第３４条）

ｒ基準外のウイング

○側方への翼形状を有してし、ないこと。
○確実に取り付けられてし、ること。
○鋭し、突起がないこと。
○その付近の最外側、最後端とならないこと。 等
（道路運送車両の保安基準第１８条）

二輪車
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シートベルトリマインダーの不正解除

　　　　　　　　　　　　
前面ガラス、運転者席及び助手席の窓ガラス

′でツクミラー

○鋭利な突起がないこと。
０数雷音等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。
（道路運送車両の保安基準第１８条、第４４条）

警音器
○音が自動的に断続す

前部霧灯
○白色又は“縄黄色であること。 ○同時に３個以□点灯しなし、こと。

　

（道路運送車両の保安基準第３３条）

　　　
ｒ１
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１０赤色でなし、こと。○光度３００ｃｄ以下であること。○点滅しなし、こと。
も

　

６道足箭運沃車両の保安基準第４２ｇ条）
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○回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるも

　

ので、なし、こと。
樋路運送車両の保安基準第１８条）

直前直左確認鏡
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○運転者席におし、て、一定の基準の障害物を確認できる鏡等を備

　

えなけれ１まならなし、。
Ｇ首路環運送庫両の保安基準第４４条）
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○緊急自動車等以外には赤色の回転灯は取付け不可。
…○道路維持作業用自動車以外には黄色の回転灯は取付け不可。

　

（道路運送車両の保安基準第４２条）
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僻目－－ｎも ｕ

不正な二次架装
０新規検査受検後に燃料タンクの増設。
○容量が大幅に異なる燃料タンクへの変更。 等

　

（構造等変更検査の手続きが必要になります。）

速度抑制装置（スピードリミッター）

０自動車が９０キ□メートル毎時を超えて走行しないよう
燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度制御を円滑

　

に行えるもので、あること。
○速度抑制装置を装着していることを示す黄色のステッ
カーが車室内の運転者の見やすい位置及び車両の後面
に貼付されていること。

　

（道路運送車両の保安基準第８条）

　　　

に貼付されていること。

　　　　

　

　

　

　　

　

　　　　

　　

　　　

（道路運送車両の保安
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突入防止装置
０自動車の後面には、突入防止装置を備え

ること。
（道路運送車両の保安基準第１８条の２）

ｒディーゼル車の原動機
○黒煙汚染度は基準内であること。

　

（道路運送車両の保安基準第３１条）
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巻き込み防止装置
○普通貨物自動車には、巻き込み防止装
置を備えなければならなし、。

　

（道路運送車両の保安基準第１８条の２）

ダンプ（土砂等運搬）
○土砂等を運搬するダンプ車には、さし枠の取付

　

けカモなし、こと。
○荷台の一部を高くする等の改造がなし、こと。
（道路運送車両の保安基準第２７条）

大型後部反射器
○貨物普通自動車には、後部反射器を備え

るほか、大型後部反射器を備えなければ

　

ならなし、。

　　　　　
　
　　　　　　 　　　　

　

高進鷲な錘連騰、尚の保安基準

　

第３０条）


